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公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ 

 

次のとおり、提案書の提出を求めます。 

令和３年１１月１５日 

世田谷区 

 

１. 業務概要 

（１）件名 

世田谷区標準準拠システム導入支援業務委託 

（２）業務内容 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の成立を受け、世田谷区で

は現在稼働している標準化対象システムを、国の提示する仕様書に基づき各事業者

がガバメントクラウドに構築した「標準準拠システム」に移行していく必要がある。

デジタル・ガバメント実行計画においては標準化の目標時期を令和７年度（２０２

５年度）としているため、総務省が公開している「自治体情報システムの標準化・

共通化に係る手順書」で推奨されているとおり、令和３年度から作業着手を行う。 

以上を踏まえ、標準化に向けて円滑な準備を行うための支援を委託するため、以

下の業務を実施すること。 

① 概要調査 

・ 業務プロセスや他システムへの影響範囲の特定および、標準化対象システム

である現行システムの概要調査の支援を行う。 

・ 国や各システムベンダの動向確認を行い、現行システムの概要調査の結果も

考慮した上で、世田谷区標準準拠システム導入の全体計画策定に向けて情報

を整理する。 

② 方針案策定 

・ 令和 7 年度に向けて長期的な標準化という事業を行うにあたり、標準化の意

義や目的の定義に向けた支援を行う。 

・ 世田谷区が独自に行っている施策や標準化の対象から外れてしまった業務を

概要レベルで整理し、標準化対応との位置付けを定義するための支援を行う。 

③ 作業計画およびシステム構成案の提案 

・ 令和４年度より着手予定の、各府省が作成する標準仕様書と現行システムに

係る仕様との Fit & Gap分析および、標準準拠システムに基づく事務運用等

の見直し検討に資する効果的な事前準備に関する支援を行う。なお、提案に

際しては効果的な事前準備の案を提言すること。 

・ 標準化対応後の世田谷区業務システム全体のあり方の検討を支援し、仮説と

して提案する。 

（３）履行期間 

令和４年１月中旬頃から令和４年３月３１日まで 
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２. 参加資格要件 

提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第

１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。

また、同条第２項による措置を現に受けていないこと。 

（２）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではない

こと。 

（３）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続き開始の申し立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

（４）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税、都道府県民税・市町村民税に滞

納がないこと。 

（５）ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１またはＪＩＳ Ｑ ２７００１の評価基準である

「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」認証を

受けていること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と

関係を有する者ではないこと。 

 

３. 提案書の提出者を選定するための基準 

本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４. 提案書を特定するための評価基準 

（１）提案全体を通しての説得力、わかりやすさ（資料編集・提示能力の高さ） 

（２）各業務における実施手法の具体性、的確性、スケジュールの妥当性、区の負荷

軽減に向けたアイデア等 

（３）本件業務プロジェクトマネジメント手法の妥当性 

（４）事業者及び業務責任者や主従事者の実績、経歴、当該事業者のみ実現できる付

加価値等 

（５）見積金額の妥当性 

 

５. 手続等 

（１）担当課 

〒154-0016 

東京都世田谷区弦巻２丁目２３番１号 世田谷区事務センター 

世田谷区政策経営部ＩＣＴ推進課 

電話：03-3439-1511 FAX：03-3439-2541 

メールアドレス：sea01000@mb.city.setagaya.tokyo.jp 
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（２）説明書（実施要領、提案要求仕様書）の交付期間、場所及び方法 

① 期間 

令和３年１１月１５日（月）から１１月２９日（月）まで 

（土日祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

② 場所 

５（１）に同じ。 

③ 方法 

希望者に無償配布する。（以下、区のホームページからダウンロード可） 

目次から探す＞「区政情報」＞「区の政策」＞「計画・指針」＞「その他計画、

指針等」＞「企画総務領域」＞「世田谷区標準準拠システム導入支援業務委託

事業者を募集します」 

（３）参加表明書の受領期限、提出場所及び方法 

① 期限 

令和３年１１月２９日（月）午後５時（必着） 

② 申込先 

５（１）に同じ。 

③ 方法 

別途指定する様式に、事業者名、所在地、連絡先、部署名、担当者名等を明記

のうえ、持参または電子メールにより提出すること。 

（４）提案書の受領期限、提出場所及び方法 

① 期限 

令和３年１２月２７日（木）午後５時（必着） 

② 場所 

５（１）に同じ。 

③ 方法 

持参に限る。 

 

６. その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る 

（２）契約保証金 

免除 

（３）契約書作成の要否 

要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無 

無 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 
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５．（１）に同じ 

（６）費用負担 

参加申込書及び提案書の作成ならびに提出にかかる事業者の費用については、 

世田谷区では一切負担しない。 

（７）提出物の取り扱い 

本選定の過程において事業者から提出された資料等については返却しない。 

（８）透明性・公平性の確保 

透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を

提出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）について

は、世田谷区情報公開条例（平成１３年３月１３日、世田谷区条例第６号）の規

定に基づき第三者に開示する場合がある。 

（９）契約 

事業者選定後、区と選定者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。 

（１０）事業詳細 

詳細は説明書による。 


